
（様式１）

所管課名 産業立地・経営支援課 整理番号 ５－１

許認可等の種類

根拠法令条例等
・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

30日間[県の休日（土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日
から１月３日まで）は除く]

内容確認（必要に応じて現地調査等）20日、審査10日

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

信州ものづくり産業応援助成金の事業認定

信州ものづくり産業投資応援条例第４条

環境に配慮し、地域の中核となる企業が、県内に一定額以上の生産設備を取得し、
かつ、一定数以上の常勤雇用者を新たに雇用する場合、あらかじめ助成対象事業を
認定する。

１　事業認定申請日から原則として３年以内に、以下の要件の全てを満たすこと。
(1) 助成区分に応じた助成要件に定められている対象生産設備の取得（ただし、企
  業の一事業計画に基づくものに限る。）
(2) 助成区分に応じた助成要件に定められている新規常勤雇用者数の雇用（なお、
  対象生産設備を取得する事業所の常勤雇用者数が、事業認定申請日より増加して
  いることを要する。）
(3) 対象生産設備を取得する事業所での事業活動に係る環境規格の取得
２　対象生産設備を取得する事業所は、条例第１条第２項に規定するものづくり産
  業投資応援地域内で、企業が所有又は貸借している土地とすること。
３　事業認定申請日前６ケ月から第10条に規定する交付申請日までの間において、
  県内で解雇を行っていないこと。
４　県税に係る徴収金を滞納していないこと。
５　助成区分の増設は、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者を対象とす
　る。ただし、第２条第１項第11号に該当する親会社については、この限りではな
  い。
６　国又は県の他の補助金の交付を受ける事業では無いこと。
７　県内に生産設備を有している企業が、既存建物の建替に伴い生産設備を取得
　（既存生産設備の処分を伴う生産設備の取得又は既存建物での生産活動若しくは
　研究活動の中止を伴う生産設備の取得を含む。）する場合は、次の２つの要件を
　両方とも具備していること。
(1) 対象生産設備の取得価額から既存建物の建替部分（処分する既存生産設備及び
　中止する生産活動又は研究活動に係る既存生産設備を含む。）の取得価額を控除
　した額が、なお助成区分に応じた助成要件に定められている対象生産設備の取得
　価額を満たしていること。
(2) 既存建物の建替を行った事業所で雇用していた常勤雇用者数（既存生産設備の
　処分を行った事業所で雇用していた常勤雇用者数及び生産活動又は研究活動を中
　止した事業所で雇用していた常勤雇用者数を含む。）の他に、助成区分に応じた
　助成要件に定められている新規常勤雇用者数を満たしていること。
８　法令又は条例に違反する行為がないこと。

信州ものづくり産業応援助成金交付要綱第３条


